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平成３１年第１回 

北竜町農業委員会総会議事録 

１．開催日時 平成３１年１月２５日(金)午後１時４２分から午後２時０８分 

２．開催場所 すこやかセンター 2階 会議室 

３．出席委員（10人） 

会長 11番 水谷 茂樹   会長代理 ９番 出口 宣伸 

１番 高田 秋光   ２番 北清 裕邦   ３番 藤崎 正雄 

４番 松田  力   ５番 善岡 浩樹      ６番 大場 信一      

７番 川本 和幸      ８番 中村 広治   10番 植松 春雄 

   

 

４．欠席委員（ 0人） 

    

 

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出 

第 ２ 会議書記の指名 

第 ３ 農政報告    

第 ４ 議事参与の制限 あり 

第 ５ 農業委員会会務報告 

第 ６ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ７  議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により 

農用地利用集積計画の決定について 

 

 

 

   

６．農業委員会事務局職員 

 

    大友武事務局長・東海林孝行事務局次長・滝上和昭農地推進員    

中村奨平書記 

 

 

 

７．参与   

    細川直洋産業課長  
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８．会議の概要 

事務局長 委員の皆様、ご参集有り難うございます。 

本日は委員１1人の出席で、会議規則第６条の定足数（過半数）

を満たしております。 

ただ今から、水谷会長には挨拶を頂き、平成３1年◎第 1回◎

農業委員会総会を開会され、会議規則第４条により議長として、

以降の議事進行をお願いします。 

 

水谷会長 

 

 

 

議 長 

 今回は早速総会に入りたいと思います。 

これより平成３1年第 1回農業委員会総会を開会します。 

 

  （署名委員の選出） 

日程第１の会議録署名委員は、議長から指名させて頂く事に 

ご異議ありませんか。 

 

委 員  【異議なしの声】 

 

議 長 それでは、会議録署名委員に 

◎４番 松田委員、◎５番 善岡委員の両名を指名します。 

 

議 長 

 

 【会議書記の指名】 

日程第２の会議書記には、事務局の◎大友局長、東海林次長、 

滝上農地推進員、中村書記◎を配置します。 

 

議 長 日程第３ 産業課長細川参与り農政報告があれば報告願いま

す。  

 

細川参与 

 

 ありません。 

  

議 長 日程第４ 議事参与の制限は、日程第７、議案第２号について

１番高田委員が関係する贈与・使用貸借がありますので制限が掛

かりますので宜しくお願いします。 

 

議 長 

 

日程第５ 委員会会務報告について、事務局から願います。 

 

事務局  【議案書４㌻の朗読説明】 

 

議 長 

 

追加説明はありません、それではこれから 

 ◎議案２件◎の審議を順次行います。 
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議 長 

 

 

事務局 

日程第６、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請につ

いてを事務局説明願います。 

 

【議案書５～６㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 

 

委 員 

ただ今の事務局の説明に質問等（意見）はございませんか。 

 

【質問無しの声】 

 

議 長 

 

 

それでは、日程第６、議案第１号、農地法第３条の規定による

許可申請については、提案のとおり可決と致します。 

議 長 

 

 

 続きまして、日程第７、議案第２号農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について、この中

で31-贈-1と31-使用-1については高田委員の議事参与の制限が

掛かりますので宜しくお願い致します。まず二つについて説明願

います。 

 

事務局 

 

【議案書７～９㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 

 

ただ今の事務局の説明に質問等（意見）はございませんか。 

 

委 員 

 

【質問無しの声】 

 

議 長 

 

 

 

ないようなので議案第２号の31-贈-1と31-使用-1については

提案のとおり可決致します。ここで１番高田委員の議事参与を解

きます。 

 

議 長 

 

次に 31-売-1から説明をお願いします。 

 

事務局 

 

【議案書１０～１５㌻の朗読等で説明】 

 

議 長  皆さん（各委員）から説明に質問等（意見）はございませんか。 

 

委 員 

 

【質問なしの声多数】 

 

議 長 

 

 

日程第７、議案第２号農地農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定については、提案のとおり

可決します。 

 これをもって 

今総会に提案された報告･議案の審議は終了しました。 

◎３1年 1月総会を閉会します。 



4 

  

  

 

 

 

 

  議  長                               

 

 

 

  ４番委員                               

 

 

 

  ５番委員                               


